
 
入 札 公 告 

 

 下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

記 

 

１．競争入札に付する事項 

 （１）件 名  機構車(ミニバン)の更新(石川支所) 

 
 （２）場 所  詳細は別途配布する「仕様書」のとおり 
 
 （３）内 容  普通乗用自動車(ミニバン)１台の交換購入 
          詳細は別途配布する「仕様書」のとおり 
 
 （４）納入期限  令和８年３月３１日 

 

２．競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

 （１）独立行政法人自動車事故対策機構契約事務細則第２３条の規定に該当しない者であるこ

と。 

 

 （２）令和０７・０８・０９年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（以下「資格審査結

果通知書」という。）において、「物品の販売」又は「物品の製造」の資格を有すること。 

 

 （３）国土交通省大臣官房会計課から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立がなされてい

ないこと。 

 

 （５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履

行が確保される者であること。 

 

 （６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国

土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３．入札方法 

   落札決定は、総合評価の方法をもって行うので、 

（１） 性能、機能、技術等について、本公告に示した物品を納入できることを証明する書

類（以下「性能等証明書」という。）を提出すること。 

 

 （２）入札書に記載する金額は、仕様書に記載する購入物品の額、消費税額及びその他納入に

要する一切の費用を含めた額から交換引渡物品の下取り価格を差し引いた額とする。 

 

３．入札手続に関する事項 

 （１）契約条項を示す場所 

    〒１３０－００１３ 

    東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

    独立行政法人自動車事故対策機構 経理部会計グループ 

    電話 ０３－５６０８－７５９５ 



 （２）入札の申込及び仕様書等の配布期間、場所及び方法 

    令和７年１０月３日（金）から令和７年１０月２４日（金）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。）の９時３０分から１７時まで。 

ただし、令和７年１０月２４日（金）は１２時まで。 

上記（１）の場所において受け付ける。 

なお、入札参加希望者は、上記２．(２)に定める参加資格を有することを 

証する書類を入札申込に際し提出すること。 

 （３）性能等証明書及び入札書の提出期限 

   令和７年１０月２４日（金）１２時まで 

   ※郵送する場合には簡易書留にて必着のこと 

（４）性能等証明書及び入札書の提出場所 

    〒１３０－００１３ 

    東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

    独立行政法人自動車事故対策機構 経理部会計グループ 

（５）開札日時及び場所 

    令和７年１１月４日（火）１４時００分から 

    東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

    独立行政法人自動車事故対策機構 本部 

※入札参加者の立会は求めない 

     

４．その他 

 （１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）入札保証金は、全額免除する。 

 （３）契約保証金は、全額免除する。 

 （４）入札者に要求される事項 

    この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に性能等証明書を添付して提出期

限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、当該書

類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 

 （５）入札について 

入札については、「入札心得書」を熟覧のうえ参加すること。なお、本公告に示した入

札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効

とする。 

 

 （６）契約書作成の要否 

契約締結にあたっては契約書を作成するものとする。 

 

 （７）落札者の決定方法 

    性能等証明書を添付して入札書を提出した者であって、独立行政法人自動車事故対策機

構会計規程第３５条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を

提出し、且つ、仕様書で指定する性能、機能等の要件のうち、必須とした項目にかかる

基準を全て満たしている物品を提案した者の中から、入札説明書で定める総合評価の方

法をもって落札者を決定する。 

 

 （８）独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定）を踏

まえ、当機構ＯＢの再就職に係る情報及び当機構との取引に関わる情報を公表する必要

があるため、落札事業者は情報の提供に協力するものとする。 

 （９）詳細は、別途配布する入札説明書による。 



 

                              以上公告する。 

   令和７年１０月３日 

 

独立行政法人 

自動車事故対策機構 

理 事 長  中 村 晃 一 郎 


